
新規取組ビルダーの公募方法（案） 2019年３月

① 執行団体による全説明会終了後（５月上旬目処）から、新規取組ビルダーによる「予約枠の
申請」を公募（建主が不在でも予約申請可）
→ただし１ビルダー１枠のみ予約可能。合計約1,000枠を想定。
→ZEHビルダー未登録の場合は、予約申請と同時（またはそれ以前に）ZEHビルダー登録申請を行うこと。

②予約枠を使った交付申請の公募期間は６月～7月中旬。
→新規取組ビルダーの交付申請期間終了時点で未使用の予約枠は失効されます。
→交付決定までにZEHビルダー登録を完了して下さい。
→予約枠を保有しているにも関わらず交付申請がない場合、個別にヒアリング等を行う可能性があります。
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